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　文部科学省では、市内95か所に「リアル
タイム線量測定システム」を設置しました。
このシステムは、太陽光で発電し、空間放
射線量を常時測定・表示します。また、10
分ごとの測定結果が文部科学省のホームペ
ージに公開される仕組みになっています。

◦市内設置場所
保育園、幼稚園（私立
を含む）、託児所、児
童館、児童クラブ、小
・中学校、高校、児童
養護施設、公園、公共
機関など

◦測定値の公開
文部科学省のホームペ
ージで閲覧できます。
http://radiomap.
mext.go.jp/ja/
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特集／震災、その後Ⅱ
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市の食品等放射能検査体制■■
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新基準で厳格化
食品による年間の被ばく許容
上限が１ミリシーベルトに

食品群 基準値（１㎏当たり）

飲料水 10 ベクレル

牛　乳 50 ベクレル

乳児用食品 50 ベクレル

一般食品 100 ベクレル

■■放射性セシウムの新基準値

分類 検査対象品目 機器の設置場所 台数 担当部署 予約・問い合わせ

学校給食
すべての保育園、幼稚園、
小・中学校の給食で使用
される食材

学校給食センター ２ 本庁舎学校教育課 ☎㉒1111　内2361

自家野菜等

家庭菜園等で栽培した野
菜、果物、キノコなど
※スーパーなどで購入し
た食品や出荷制限、摂取
制限がある食品は対象外

旧休日急患センター
　(本庁舎正門西側)
中央保健センター
表郷庁舎
大信保健センター
東庁舎　

３

１
１
１
1

本庁舎生活環境課

本庁舎健康増進課
表郷庁舎市民福祉課
大信庁舎市民福祉課
東庁舎市民福祉課　

☎㉒1111　内2162
（ 予 約 専 用 ☎㉒2700）
☎㉗2112
☎㉜2113　　　　　
☎㊻2870
☎㉞2117

① 出 荷 用 農
　産物
②米

③ 農 業 用 副
　産物

①直売所や公設市場等に
　出荷するための農産物
②平成23年産米（出荷・
　自家消費は問わない）
③営農指導のための農地
　土壌、たい肥、稲わら
　など（農業者に限る）

旧休日急患センター ２

本庁舎農政課 ☎㉒1111　内2225

加工食品原
材料等

加工食品用の一次加工さ
れていない原材料（農産
物等）

本庁舎商工観光課 ☎㉒1111　内2211

井戸水等 井戸水および湧
ゆうすい

水 水道部 １ 水道部施設課 ☎㉗2541

③地域別平均値

②線量別分布割合

◦個別相談・問い合わせ先
　本庁舎健康増進課（中央保健センター）☎㉗2112

◦測定期間（６か月間）
　１回目　平成23年８月～10月
　２回目　平成23年11月～平成24年１月
◦ガラスバッジの回収率　
　１回目　98.0％
　２回目　99.4％
◦測定結果
　①３か月の平均値　
　　１回目　0.18ミリシーベルト
　　２回目　0.14ミリシーベルト

　市では、個人が受けた放射線量（外部被ば
く量）を把握するため、中学生以下の子ども
と妊婦を対象に、８月と11月の２回にわたり
ガラスバッジ（放射線個人積算線量計）を配
付しました。着用・回収にご協力をいただき、
６か月間の個人積算線量が判明しました。

ガラスバッジの測定結果

空間放射線量を常時測定

６か月間の積算線量が判明

リアルタイム線量測定システム

地　域 １回目 ２回目
白　河 0.18 0.15
表　郷 0.13 0.11
大　信 0.25 0.21
東 0.11 0.10

全　体 0.18 0.14

線　量 １回目 ２回目
0.1未満 245(2.5) 651(6.7)
0.1 3,776(38.8) 5,110(52.5)
0.2 4,207(43.2) 3,177(32.7)
0.3 1,183(12.1) 620(6.4)
0.4 241(2.5) 129(1.3)

0.5以上 85(0.9) 39(0.4)
全　体 9,737(100) 9,726(100)

厳しく

よ
り

（単位：mSv、人、％）

（単位：mSv）

▲ソーラー式で常時測定
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　厚生労働省は、より一層の安全と
安心の確保に向け、食品から摂取す
る放射性セシウムの年間の被ばく許
容上限を厳格化し、５ミリシーベル
トから１ミリシーベルトに引き下げ
ました。これにより、食品に含まれ
る放射性物質の基準値も見直されて
います。
　今月号では、新基準に対応した市
の検査体制についてお知らせします。


